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奈良市人事行政の運営等の状況に関する報告 

 

１．目 的 

奈良市職員の給与、定員などの人事行政の運営等に関する状況を公表し、運営の公正性、透明性を高めることを 

目的としています。なお、この公表は主に平成２７年度の運営等の状況となっております。 

国や他の市町村と給料の比較をする場合、基本的に一般行政職を比較しています。また、他の市町村については、

同規模団体である中核市との比較をしています。 

 

 

○用語の説明  ※各表の用語説明は末尾に記載しています。  

  ◆ 普通会計・・・一般会計、特別会計のうち、公営企業、下水道事業、国民健康保険などの公営企業等会計

を除いたものです。 

 

  ◆ 一般行政職・・・全職種から、技能労務職、教育職、企業職、消防職、税務職、医師、保健師、医療技術

職、福祉職（奈良市の場合は保育教育士のみ）等を除いた職種です。平成２７年度の一般

行政職の人数は１，１８０人、平成２８年度の人数は、１，１８９人になります。職員数

を数える場合に、一般行政職という用語を用いるときは、職員を職種別で区分けしている

のに対し、一般行政部門という用語を使っている場合は、職員を仕事の内容（及び会計別）

で区分けしているので、範囲が一部重なっていますが、一致はしません。 

 

  ◆ 技能労務職・・・清掃作業員、給食調理員、学校の用務員、保安員、自動車運転手、火夫などです。 

 

◆ 企 業 職・・・公営企業に従事する職員で、奈良市の場合、企業局の職員のみになります。 

 

  ◆ 中 核 市・・・地方自治法第２５２条の２２第１項に定める政令による指定を受けた市。法定人口が２

０万人以上の都市です。２７年４月時点で４５市あり、近畿地方では奈良市の他に、滋賀

県大津市、大阪府豊中市、高槻市、東大阪市、兵庫県姫路市、尼崎市、西宮市、和歌山県

和歌山市などがあります。本報告において他市との比較は主に同規模団体である中核市で

行っています。 

 

 

２．職員の任免及び職員数に関する状況   

（１）職員の総数   【用語解説 §1】 

（各年４月１日現在） 

 平成２７年 平成２８年 

職員条例定数 ３，２００人 ３，２００人 

 

職  員  数 

２，７８６人 

（９９０人） 

｛３３６人｝ 

２，７５８人 

（９８２人） 

｛３０１人｝ 

（注）（ ）は女性の内数です。 

       ｛ ｝は再任用短時間勤務職員の外数です。 
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（２）部門別職員数の状況  【用語解説 §2】 

①前年度との比較と主な増減理由 

（各年４月１日現在、人） 

区  分 
職 員 数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

平成27年 平成28年 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議 会 19 19 0  

総 務 337 355 18 配置見直し（増） 

企 画 14 18 4 配置見直し（増） 

税 務 85 84 △1 事務統廃合縮小（減） 

民 生 561 545 △16 事務統廃合縮小（減） 

衛 生 404 397 △7 事務統廃合縮小（減） 

観光経済 74 75 1 配置見直し（増） 

土 木 223 218 △5 事務統廃合縮小（減） 

小 計 1,717(247) 1,711(221) △6（△26)  

政
部
門 

特
別
行 

教 育 410 410 0  

消 防 390 385 △5 事務統廃合縮小（減） 

小 計 800（64) 795（57) △5(△7)  

会
計
部
門 

 

公
営
企
業
等 

水 道 162 160 △2 事務統廃合縮小（減） 

下水道 36 29 △7 事務統廃合縮小（減） 

その他 71 63 △8 業務の移管（減） 

小 計 269(25) 252(23) △17(△2)  

合  計 
2,786(336) 

[3,200] 

2,758(301) 

[3,200] 

△28(△35) 

[0] 
 

（注）職員数は一般職に属する職員数です。 

     （ ）は再任用短時間勤務職員の外数です。 

     ［ ］は条例定数の合計です。 

 

②中核市平均との比較 

（平成２７年４月１日現在、人） 

区 分 

職 員 数 人口１万人当たりの職員数 

奈良市 中核市平均 奈良市 中核市平均 
中核市４５市中

の順位 

一
般
行
政
部
門 

議 会 19 17.7 0.5 0.4  9 

総 務 337 372.9 9.3 9.3 22 

企 画 14 39.1 0.4 1.0 41 

税 務 85 130.9 2.3 3.3 44 

民 生 561 501.8 15.5 12.4 8 

衛 生 404 332.2 11.2 8.2 2 

観光経済 74 105.4 2.0 2.7 31 

土 木 223 273.4 6.2 6.8 33 

計 1,717 1,773.4 47.4 44.1 11 

政
部
門 

特
別
行 

教 育 410 376.8 11.3 9.4 12 

消 防 390 333.3 10.8 8.2 12 

計 800 710.1 22.1 17.6 5 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

水 道 162 119.3 4.5  3.1  6 

下水道 36 75.8 1.0  1.9  42 

その他 71 449.9 2.0 11.5 45 

計 269 645.0 7.5 16.5 38 

合 計 2,786 3,128.5 77.0 78.2 22 

（注）職員数は一般職に属する職員数です。 
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（３）部局別職員数の状況（各年4月1日現在） 

部局名 
職員数 

対前年増減数 
平成２７年 平成２８年 

総合政策部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

  消防 

62(11) 

 

58( 7) 

 4( 0) 

 

( 4) 

69(11) 

 

64( 6) 

3( 1) 

2     

( 4) 

7(0) 

総務部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

105(18) 

 

77 (16) 

5( 1) 

23( 1) 

105(12) 

 

80(10) 

5     

20( 2) 

0(△6) 

財務部 

(内訳) 

 事務 

 技術 

 

106(13) 

 

103(13) 

3     

 

104( 5) 

 

101( 5) 

3     

 

△2(△8) 

市民生活部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

   

133(26) 

 

115(19) 

11(6) 

7(1) 

 

135(30) 

 

116(22) 

13(6) 

6(2) 

 

2(4) 

市民活動部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

80(41) 

 

72(34) 

3(2) 

5(5) 

86(41) 

 

77(34) 

4(5) 

5(2) 

6(0) 

保健福祉部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

183(26) 

 

169(25) 

   13 

1( 1) 

180(26) 

 

168(25) 

      12( 1) 

 

△3(0) 

子ども未来部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

441(28) 

 

389(16) 

15( 5) 

37( 7) 

420(24) 

 

369(16) 

17( 3) 

34( 5) 

△21(△4) 

保健所 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  

110(3) 

 

22(2) 

88(1) 

 

119(3) 

 

23(2) 

96(1) 

 

9(0) 

環境部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

279(42) 

 

53(1) 

36(4) 

190(37) 

263(35) 

 

49(1) 

30(3) 

184(31) 

△16(△7) 

観光経済部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

61(8) 

 

54(5) 

7(3) 

61(7) 

 

54(5) 

7(2) 

0(△1) 

都市整備部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

80(10) 

 

19(7) 

61(3) 

83(10) 

 

20(7) 

63(3) 

3(0) 
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建設部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

111(12) 

 

20( 3) 

82( 7) 

9( 2) 

108(10) 

 

19( 1) 

80( 8) 

9( 1) 

△3(△2) 

会計契約部 

（内訳） 

  事務 

  技術 

20( 2) 

 

15     

5( 2) 

21(2) 

 

16    

5(2) 

1(0)  

会計課 

（内訳） 

  事務 

11( 3) 

 

11( 3) 

11(3) 

 

11(3) 

0(0) 

企業局 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

198(25) 

 

66(13) 

131(12) 

1(0) 

189(23) 

 

65( 8) 

122(13) 

2( 2) 

△9(△2） 

消防局 

（内訳） 

  消防 

  技術 

390(26) 

 

390(25) 

(1) 

385(22) 

 

385(21) 

(1) 

△5(△4) 

教育委員会 

（内訳） 

  事務 

  技術 

  現業 

  教員 

377(38) 

 

96(13) 

33( 2) 

94(13) 

154(10) 

378(35) 

 

95(12) 

31( 2) 

93( 9) 

159(12) 

1(△3) 

各種委員会（教育除く） 

（内訳） 

  事務 

  技術 

20( 4) 

 

20( 3) 

( 1) 

22(2) 

 

22(2) 

 

2(△2) 

議会事務局 

（内訳） 

  事務 

   

19     

 

19     

 

19 

 

19 

 

0(0) 

合計 

[条例定数3,200] 
2,786(336) 2,758(301) △28（△35） 

（）は再任用短時間勤務職員の外数。 

 

（４）年齢別職員構成の状況 

（平成２８年４月１日現在、人） 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

職員数 

<構成比> 

0 

<0.0%> 

59 

<2.1%> 

206 

<7.5%> 

309 

<11.2%> 

258 

<9.4%> 

244 

<8.8%> 

302 

<10.9%> 

365 

<13.2%> 

区 分 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

 

 計 

 

職員数 

<構成比> 

332 

<12.0%> 

309 

<11.2%> 

333 

<12.1%> 

41 

<1.5%> 
2,758 
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（５）職員の平均年齢の状況 

①前年度との比較 

（各年４月１日現在） 

区  分 平成２７年 平成２８年 

一般行政職 

技能労務職 

教 育 職 

企 業 職 

消 防 職 

４２．７ 歳 

４９．４ 歳 

４２．３ 歳 

４１．５ 歳 

４０．７ 歳 

４２．８ 歳 

５０．１ 歳 

４２．３ 歳 

４１．８ 歳 

４１．４ 歳 

平  均 ４２．９ 歳 ４３．０ 歳 

 

②中核市との比較（平成２７年４月１日現在、一般行政職） 

   

 一般行政職 平均年齢 

奈良市 

中核市平均 

４２．７ 歳 

４１．７ 歳 

４５ある中核市（平成２７年４月１日現在）のうち、奈良市は上から８番目に平均年齢が高くなっています。 

 

 

（６）職員採用の状況 

 職種別、採用方法別職員数 

（単位：人） 

区  分 試験採用 再任用 選考採用 計 

一般行政職等 

技能労務職 

教 育 職 

企 業 職 

消 防 職 

計 

５８（２６） 

    ０（ ０） 

５（ ５） 

０（ ０）  

  ３（ ０） 

６６（３１） 

５２（ ７） 

 ６（ １） 

  ４（ ２） 

  ５（ ０） 

  ６（ １） 

７３（１１） 

０（ ０） 

０（ ０） 

８（ ３） 

０（ ０） 

０（ ０） 

８（ ３） 

１１０（３３） 

   ６（ １） 

  １７（１０） 

   ５（ ０） 

   ９（ １） 

１４７（４５） 

  （注）（ ）は女性の内数です。 

   試験採用には任期付職員２人、職務経験者１３人の採用を含みます。 

選考採用とは、奈良県正規職員を奈良市正規職員として一時的に採用する場合等に行う方法です。 

 

 

（７）職員の離職状況  【用語解説 §3】 

                                         （単位：人） 

区  分 定年退職 早期退職 普通退職 その他 計 

一般行政職等 

技能労務職 

教 育 職 

企 業 職 

消 防 職 

計 

４６（ ８） 

１８（１１） 

６（ ５） 

９（ ０） 

５（ ０） 

８４（２４） 

１６（１３） 

１（ ０） 

２（ ２） 

０（ ０） 

  ０（ ０） 

１９（１５） 

１９（１２） 

１（ １） 

４（ ４） 

０（ ０） 

２（ ０） 

２６（１７） 

３（ ０） 

０（ ０） 

 ０（ ０） 

１（ ０） 

１（ ０） 

５（ ０） 

８４（３３） 

２０（１２） 

１２（１１） 

１０（ ０）  

８（ ０） 

１３４（５６） 

（注）（ ）は女性の内数です。 

   県・国からの派遣職員は含みません。 
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（８）定員適正化 

  ①平成２７年度に策定した定員適正化計画は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間の計画です。各年度

の計画値は、次のとおりです。 

                         （各年４月１日現在、人、現計画からは教育長を除く） 

 
計画の前 

H17 

前々回計画 

H１８－H２２ 

前回計画 

H２３－H２７ 

現計画  H２８－H３２ 

区  分 
実績 計画 実績 計画 実績 H28 

計画 

H28 

実績 

H29 

計画 

H30 

計画 

H31 

計画 

H32 

計画 

普 

通 

会 

計 

一般

行政

部門 

 

２，０９７ １，９８５ 

(△１１２) 

１，８６５ 

（△２３２） 

 

１，７９４ 

(△７１) 

 

１，７１０ 

(△１５５) 

 

１，６８３                                                      
１，６９０ １，６５５ １，６２５ １，５９７ １，５６７ 

特別

行政

部門 

 

９３１ 
８６３ 

(△６８) 

８６２ 

（△６９） 

  ８２２ 

（△４０） 

８００ 

(△６２) 

 

７８７ ７８９ ７７３ ７６０ ７４６ ７３３ 

公営企業

等 

会計部門 

  

３２６ 
３２６ 

(０) 

３３９ 

(１３) 

 

３２４ 

（△１５） 

２６９ 

（△７０） 

 

２６５ ２４７ ２６０ ２５６ ２５１ ２４７ 

合計 
 

３，３５４ 

３，１７４ 

(△１８０) 

３，０６６ 

（△２８８） 

２，９４０ 

（△１２６） 

２，７７９ 

（△２８７） 
２，７３５ ２，７２６ ２，６８８ ２．６４１ ２，５９４ ２，５４７ 

 

区分 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 H32.4.1 H33.4.1 計画期間計 

減員数 

（実績値） 

 

 

△４７ 

 

△４７ △４７ △４７ △４７ △２３５ 

目標職員数 

（実績値） 

２，７３５ 

（２，７２６） 

２，６８８ ２，６４１ ２，５９４ ２，５４７ ２，５００  

 

 

 

（９）女性職員の管理職等の比率（市長部局等）                    各年4月1日現在 

区分 部長級 次長級 

課長級 

（主幹級

含む） 

課長 

補佐級 
管理職計 

係長・ 

主任級 

その他 

職員 
全体計 

平成

２１

年度 

女性数 

(全体数) 

単位：人 

3 

(20) 

0 

(34) 

8 

(134) 

26 

(227) 

37 

(415) 

72 

（363） 

917 

(1,788) 

1,026 

(2,566） 

割合 

単位：％ 
15.0 0.0 6.0 11.4 8.9 19.8 51.3 40.0 

平成

２８

年度 

女性数 

(全体数) 

単位：人 

4 

(22) 

5 

(42) 

20 

（127） 

71 

（226） 

100 

（417） 

123 

（364） 

719 

(1,377) 

942 

(2,158) 

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800
（単位：人） 

全職員数の推移・目標値（各年度4月1日現在） 
→目標値 
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割合 

単位：％ 
18.2 11.9 15.7 31.4 24.0 33.8 52.3 43.7 

 

（１０）職員採用候補者試験の実施状況 

 ・試験告示日：平成２７年４月（一般事務職、土木職、建築職、薬剤師、保健師、文化財建築職）、平成２７年５月

（保育教育士）、平成２７年５月（７月採用 獣医師）、平成２７年５月（職務経験者 ７月採用 薬剤師、保健師）、

平成２７年６月（医師）、平成２７年９月（職務経験者(一般事務職、土木職、建築職、文化財建築職、学芸員

（発掘調査員）、保育教育士)）、平成２７年９月（短大 (一般事務職、土木職、建築職)、高校 (一般事務職、

土木職、建築職)、消防職）、平成２７年９月（１月採用 獣医師、薬剤師、保健師）、平成２８年１月（管理栄

養士） 

   ※任期付職員：平成２７年１２月（徴収業務指導員） 

 

  ・試験の方法：書類選考、総合能力試験、専門試験、口述試験（集団討論、個別面接）、体力試験、実技試験など 

（職種等により異なる） 

 

職種 

採用 

予定 

人数 

第１次試験 第２次試験 第３次試験 第４次試験 競争倍率 

受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者 

１次試験 

受験者数 

最終 

合格者数 

一般事務職 35 487  266  251  106  103  68  67  39  12.5 

土木職 3 10  9  8  7  0  0  0  0  － 

建築職 3 8  7  7  7  4  4  4  3  2.7 

薬剤師 1 8  5  5  5  5  5  5  3  2.7 

保健師 4 18  10  10  7  7  7  7  4  4.5 

文化財建築職 1 3  3  1  1  1  1  1  1  3.0 

保育教育士 4 103  30  30  14  14  5      20.6 

獣医師（７月採用） 若干名 0  0  0  0  0  0      － 

医師 4 4  2              2.0 

職

務

経

験

者 

薬剤師（７月採用） 若干名 0  0  0  0  0  0      － 

保健師（７月採用） 4 0  0  0  0  0  0      － 

一般事務職 10 113  46  42  20  19  17      6.6 

土木職 2 2  2  2  2  2  2      1.0 

建築職 2 0  0  0  0  0  0      － 

文化財建築職 若干名 0  0  0  0  0  0      － 

学芸員（発掘調査員） 若干名 3  3  2  2  2  2      1.5 

保育教育士 3 26  16  16  11  11  3      8.7 

薬剤師（１月採用） 若干名 2  2  2  2  2  2      1.0 

保健師（１月採用） 4 3  3  3  3  3  3      1.0 

獣医師（１月採用） 若干名 2  2  2  1  1  1      2.0 

一般事務職 

（短大） 

若干名 16  10  9  5  3  3      5.3 

土木職 若干名 0  0  0  0  0  0      － 

機械職 若干名 0  0  0  0  0  0      － 

一般事務職 

（高校） 

若干名 7  6  5  2  2  2      3.5 

土木職 若干名 1  0  0  0  0  0      － 

機械職 若干名 0  0  0  0  0  0      － 

消防職 2 42  24  17  10  9  2      21.0 

管理栄養士 3 37  17  17  10  10  3      12.3 

徴収業務指導員 2 8  4  4  2          4.0 

 

 



8 

 

３． 職員の給与の状況 

（１）人件費の状況 

 人件費とは、職員に支給される給与のほかに特別職に支給される給料・報酬などを合計したものです。 

（普通会計決算） 

区  分 
歳 出 額 

Ａ 
実 質 収 支 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ / Ａ 

平成26年度 125,406,499千円   50,359千円   24,689,853千円 19.7％ 

平成27年度 125,624,799千円   1,752,138千円   24,015,282千円 19.1％ 

 

（２）職員給与費の状況 

 職員給与費とは、職員に支給する給与の総額です。 

（一般会計予算） 

区  分 
職 員 数 

Ａ 

給    与    費 １人当たり 

給与費 

Ｂ / Ａ 
給   料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

平成28年度 
2,477人 

(335人） 
10,155,310千円 3,178,179千円 4,209,713千円 17,543,202千円 6,238千円 

（注）職員手当には退職手当を含まない。 

   給与費は当初予算に計上された額です。給料とは基本給のみを指し、期末・勤勉手当は民間のボーナスに相当

します。職員手当は、時間外勤務手当・通勤手当・扶養手当等の手当を指します。（退職手当・期末勤勉手当は除

く） 

 （ ）は再任用短時間勤務職員の外数です。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

  ラスパイレス指数とは、奈良市職員（一般行政職）と国家公務員について、それぞれを学歴別・経験年数別に区

分し、職員の構成が国家公務員と同一であると仮定のうえ、区分ごとに給料を比較し、国家公務員の給料を１００

としたときの職員の給与水準を指数で示したものです。 

                           （各年４月１日現在） 

 平成２６年 平成２７年 

奈 良 市  ９７．３   ９７．６ 

奈 良 県  １００．７  ９９．７ 

中 核 市 平 均     ９９．９ １００．０ 

  （ ）は、国家公務員の時限的な給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。 

平成２７年のラスパイレス指数において奈良市は、４５ある中核市のうち４２番目となっています。 

 一番高い中核市の値で１０３．０になります。 

 

（４）一般行政職の平均年齢及び平均給料月額の状況 

（平成２７年４月１日現在） 

区  分 平均年齢 平均給料月額※1 平均給与月額※2 

奈 良 市 ４２．７歳 320,378円 365,485円 

中 核 市 ４１．７歳 323,118円 348,683円 

国 ４３．５歳 334,283円 383,766円 

※1 平均給料月額とは、職員の基本給の平均です。 

※2 平均給与月額とは、給料、扶養手当および地域手当の合算額の平均です。 

 

平均年齢において奈良市は４５ある中核市のうち上から８番目に高くなっています。平均給料については上から

２９番目となっています。ラスパイレス指数で４２番目（最下位から４番目）でありながら、平均給料で２９番目

になるのは、平均年齢の高さが関係していると思われます。平均給料を算出する場合、高齢層の職員の人数が多け

れば、総額が大きくなりますので、平均金額が大きくなりますが、ラスパイレス指数は、職員構成が国家公務員と

同一であると仮定した場合の国との給料水準の比較ですので、職員の年齢構成の違いが要因となっている市町村間

の給料水準の差が補正された形となっています。 
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（５）一般行政職の初任給の状況（平成２８年４月１日現在） 

区  分 
奈 良 市 国（一般職） 

初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料 

大 学 卒 183,300円 194,700円 176,700円 188,600円 

高 校 卒 149,000円 158,900円 144,600円 153,000円 

 

（６）一般行政職の経験年数・学歴別平均給料月額の状況（平成２８年４月１日現在） 

区  分 
経験年数 

5年以上10年未満 

経験年数 

10年以上15年未満 

経験年数 

15年以上20年未満 

大 学 卒 226,449円 271,311円 328,537円 

高 校 卒 198,683円 230,489円 283,688円 

 

（７）一般行政職の級別職員数の状況（平成２８年４月１日現在） 

                                          （単位：人、％） 

（注）（ ）は再任用短時間勤務職員の外数です。 

 

（８）職員の手当の状況（企業職を除く） 

①期末手当・勤勉手当（教育職を除く） 

期末・勤勉手当は民間企業のボーナスに相当する手当です。 

奈 良 市 奈 良 県 ・ 国 

１人当たり平均支給額（平成２７年度） 

               1,696千円 

               （491千円） 

― 

（平成２８年度支給割合） 

        期末手当       勤勉手当 

       2．6月分      1．6月分 

     （ 1．45月分）   （ 0．75月分） 

（平成２８年度支給割合） 

        期末手当      勤勉手当 

       2．6月分     1．6月分 

     （ 1．45月分）  （ 0．75月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算    ５～２０％ 

 ・管理職加算 １０～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算    ５～２０％ 

 ・管理職加算 １０～２０％（国は１０～２５％） 

（注）（ ）は、再任用短時間勤務職員分です。 

 

 

 

 

 

 

区  分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

標準的な職務内容 
事務職員 

技術職員 
主事 主務補 主務 係長級 課長補佐級 

職員数（男） 75 135 63(124) 65 214 136 

職員数（女） 62 92 20(41) 32 80 42 

職員数（合計） 137 227 83(165) 97 294 178 

構成比（％） 11.7 19.4 5.5（100） 8.3 25.1 15.2 

区  分 ７級 ８級 ９級 10級 計 

標準的な職務内容 主幹級 課長・次長級 部長級 困難部長級  

職員数（男） 31 104 16 0 839(124) 

職員数（女） 5 13 4 0 350(41) 

職員数（合計） 36 117 20 0 1,189(165) 

構成比（％） 3.1 10.0 1.7 0 100(100) 
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②退職手当（平成２８年４月１日現在） 

奈良市 奈 良 県 ・ 国 

(支給率)      自己都合  定年前早期・定年 

勤続２０年      20.445月分   25.55625月分 

勤続２５年      29.145月分    34.5825月分 

勤続３５年      41.325月分      49.59月分 

最高限度額       49.59月分      49.59月分 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

             （2～45％加算） 

 

１人当たり 

平均支給額        5,990千円    21,594千円 

(支給率)      自己都合  定年前早期・定年 

勤続２０年      20.445月分   25.55625月分 

勤続２５年      29.145月分    34.5825月分 

勤続３５年      41.325月分    49.59月分 

最高限度額       49.59月分    49.59月分 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

             （2～45％加算） 

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

③地域手当（平成２８年４月１日現在、教育職を除く） 

 地域手当とは、地域における物価などを考慮し、一定の地域に在勤する職員に支給される手当です。 

支給実績（平成２７年度決算） 1,058,617千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２７年度決算） 
391,935円 

支給対象地域 市内全域 

支給率 10％ 

支給対象職員数 2,701人 

国の制度（支給率） 10％ 

中核市のうち支給率１０％以上 12市（奈良市含む） 

 

④特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在、教育職を除く） 

 

 

 

  

 特殊勤務手当とは、著しく困難、危険、不快又は不健康な勤務その他の通常にない勤務で、給与上特別の考慮を必

要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる業務に従事した職員に支給するものです。 

なお、平成２４年度に抜本的な改革を行い、それまで３０種類あった手当は、現在１５種類となっています。 

 

 

 

平成２７年度の特殊勤務手当支給実績（教育職支給分を除く） 

手当の名称 
手当の支給対象 

（２７年度支給対象人数） 

手当の支給業務 

（支給金額） 
２７年度実績 

支給対象職員 

一人あたり年額 

滞納整理奨励手当 

未収債権の滞納処分等に

関する業務に従事した職

員（１０人） 

差押え等の強制執行 

（1件350円） 
424,200円 42,420円 

行旅死病人取扱手

当 

保護第一課又は保護第二

課に勤務する職員 

行旅死亡人又は行旅病

人の収容 

（1件1,500円又は 

3,000円） 

支給実績なし 支給実績なし 

火葬作業手当 

火葬場において各種作業

に従事する業務職員 

（３人） 

火葬作業 

（日額1,000円） 
695,000円 231,667円 

区      分 全   職   種 

支給実績（平成２７年度決算） 29,516千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２７年度決算） 
72,522円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 16.9％ 

手当の種類（手当数） １５ 
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特定環境清掃作業

手当 

環境事業室に勤務する技

能職員、業務職員（１７４

人） 

特定の環境下におい

て従事する清掃業務 

（日額600円） 

3,253,200円 18,697円 

廃棄物等現場指導

業務手当 

環境部に勤務する事務職

員、技術職員(３人) 

廃棄物処理施設又は

廃棄物が不法に投棄

されている現場等に

おける、検査、指導又

は監視業務（日額 500

円） 

98,500円 32,833円 

動物死体処理作業

手当 

動物死体処理作業に従事

する職員 

（１９人） 

動物の死体処理作業 

（日額800円） 
578,880円 30,463円 

道路舗装等作業手

当 

土木管理センターに勤務

する職員 

道路の舗装、補修等の

作業（日額600円） 
支給実績なし 支給実績なし 

危険作業手当 

環境事業室に勤務する技

術職員、技能職員、業務職

員（２７人） 

廃棄物処理に係る特

定の危険作業 

（日額600円） 

4,981,560円 184,502円 

消防業務手当 

 

消防職員 

 

特定の危険業務 

（業務内容に応じ、勤 

務１回もしくは日額 

200円～4,000円） 

279,000円 ― 

消防活動手当 消防職員 

特定の消防業務 

（業務内容に応じ、勤 

務１回200円～510円） 

17,919,270円 ― 

ケースワーク訪問

調査手当 

保護第一課又は保護第二

課に勤務する職員（３７

人） 

訪問調査業務（日額 3

40円） 
862,920円 23,322円 

災害復旧等業務手

当 

災害復旧業務に従事した

職員 

災害復旧業務 

（日額600円） 
支給実績なし 支給実績なし 

有害物等取扱業務

手当 

保健・環境検査課に勤務す

る職員（１０人） 

人体に有害な薬剤等

の取扱業務又は病原

微生物の検査等の業

務 

（日額300円） 

181,200円 18,120円 

精神保健業務手当 

保健予防課又は障がい福

祉課に勤務する職員 

（５人） 

精神保健に関する相

談、指導その他これら

に類する業務 

（日額300円）） 

45,780円 9,156円 

防疫等業務手当 

感染症等に対する防疫等

の業務、動物の収容等に係

る業務に直接従事した職

員 

（延べ１４人） 

感染症等に対する防 

疫等の業務、動物の 

収容等に係る業務（業 

務内容に応じ、日額 

500円又は700円） 

196,860円 ― 
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⑤時間外勤務手当・休日勤務手当(普通会計) 

 時間外勤務手当とは、条例で定められた正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給するものです。 

 正規の勤務が割り振られた日における勤務・・・１時間当たりの給与額の１００分の１２５ 

 休日・祝日における勤務（振替休日を取らない場合）・・・１時間当たりの給与額の１００分の１３５ 

支給実績（平成２６年度決算） 952,283千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２６年度決算） 
453千円 

支給実績（平成２７年度決算） 922,570千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２７年度決算） 
453千円 

 

⑥その他の手当（平成２７年４月１日現在、教育職を除く） 

手当名 内容及び支給単価 

国の制

度との

異 同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（平成２７年

度決算） 

支給対象職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算） 

扶 

養 

手 

当 

配偶者13,000円 

配偶者以外の扶養親族    各6,500円 

（配偶者がない場合の１人目11,000円） 

※満 16歳の年度初めから満 22歳の年度末

までの子は、１人につき 5,000円を加算す

る 

同じ  270,507千円 237,495円 

住 

居 

手 

当 

借家・借間居住者に対する手当については

最高支給限度額27,000円 

平成２４年度からは持ち家に対する手当を

廃止 

 

同じ 

 

152,084千円 294,737円 

通 

勤 

手 

当 

交通機関利用者は６箇月定期券等の低廉な

価額により一括支給 

交通用具利用者は５Kｍごと 10段階に手当

を設定 

異なる 

交通用具利用者は５Kｍ

ごと 13 段階に手当を設

定 285,409千円 119,668円 

管理職

手当 

職務の級が６級から９級の管理職に支給 
異なる 

職務の級が４級から 

１０級の管理職に支給 
352,933千円 749,327円 

宿日直

手当 

常直的な宿日直勤務を命じられた職員に月

21,000円を超えない範囲で支給など 
同じ 

 
支給実績なし 支給実績なし 

 

⑦諸手当の中核市比較（「平成２７年地方公務員給与実態調査（一般職員のうち一般行政職）」より） 

奈  良  市 ９４，６５９円 

中 核 市 平 均 ※ ７９，９４６円 

 

中核市と比較する諸手当の内容は扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、

管理職員特別勤務手当の合計となります。地域手当は、地域間の賃金水準の違いの調整を図るための手当（支給割合

は国が定めている）ですので、比較の対象から外しています。地域手当を除いて比較すると、奈良市は、４５ある中

核市のうち上から８番目となります。平成２７年４月の一般行政職における諸手当の平均月額はそれぞれ以下のよう

になります。  

 

 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 

奈良市平均月額 9,107円 6,292円 9,004円 19,773円 

中核市平均月額 9,518円 6,533円 7,427円 13,356円 

中核市中の順位 28位／45位 22位／45位 8位／45位 8位／45位 

 

 時間外勤務手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 計 

奈良市平均月額 50,209円 103円 171円 94,659円 

中核市平均月額 42,386円 456円 270円 79,946円 

中核市中の順位 12位／45位 38位／45位 15位／45位 8位／45位 

※奈良市の一般行政職にはなく、他の中核市の一部にのみ存在する手当（特地勤務手当、寒冷地手当等）は中核市の

諸手当平均から除いています。 
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※給与実態調査は各年４月の支給・実働状況を対象とするため、時間外勤務手当は他の月と比較して高くなる傾向が

あります。 

※奈良市の地域手当の平均額は36,000円ですので、地域手当を含む諸手当の合計は130,659円となります。 

 

 

⑧平成２７年度の職種別の平均年収（総務省給与実態調査データからの試算値） 

                                                                                   (単位：円) 

職種 給料平均月額

（平均年齢） 

諸手当平均 

月額 

時間外勤務手

当平均月額 

特殊勤務手当

平均月額 

期末・勤勉手

当平均額 

平均年収 

（試算値）※ 

一般行政職 320,378 

(42.7) 

80,328 50,967 102 1,603,390 7,024,690 

税務職 285,146 

(39.0) 

67,021 89,539 155 1,290,492 6,592,824 

医師等 453,097 

(54.6) 

436,315 0 0 3,082,544 13,755,488 

薬剤・医療技

術職 

264,075 

(35.3) 

46,555 49,745 498 1,156,094 5,486,570 

看護・保健職 298,359 

(39.7) 

60,763 30,557 227 1,296,346 5,975,218 

保育士 309,213 

(42.2) 

48,414 24,034 0 1,419,448 5,999,380 

消防 303,782 

(40.7) 

75,989 27,312 4,018 1,565,586 6,498,798 

水道 318,998 

(41.5) 

79,970 31,289 119 1,633,492 6,798,004 

技能労務職 340,876 

(49.4) 

59,692 61,892 1,116 1,689,001 7,251,913 

うち清掃職員 347,624 

(48.5) 

65,235 96,023 1,868 1,743,808 7,872,808 

うち学校給食

員 

333,731 

(52.5) 

50,023 3,962 0 1,608,082 6,260,674 

うち用務員 344,833 

(51.0) 

56,251 43,109 0 1,716,526 7,046,842 

 

※期末・勤勉手当の数字は、平成２８年度給与実態調査より平成２７年６月と１２月の期末・勤勉手当の支給額 

を、その他については平成２７年度給与実態調査より平成２７年４月の支給内容を記載しています。年収に 

 ついては、給料平均月額、諸手当平均月額、時間外勤務手当平均月額、特殊勤務手当平均月額の合計を１２で乗 

じた額に、期末・勤勉手当平均額を加えて算出しています。 

※税務職等より一般行政職の年齢及び年収が高くなるのは、上位の管理職員が多く含まれているためであり、薬剤・

医療技術職の年齢及び年収が低めなのは、保健所開設（平成１３年～）に伴って採用された職員が多く占めるため

です。 

 

 

（９）特別職の報酬等の状況（平成２８年４月１日現在） 

 

区  分 給  料  月  額  等 

 奈 良 市 中核市平均（独自調査による） 

給 

 

料 

市 長 

副市長 

教育長 

公営企業管理者 

常勤の監査委員 

１，０４８，０００円 

  ８８５，０００円 

  ７３３，０００円 

  ７３３，０００円 

  ５８６，０００円 

１，０４６，０００円 

  ８７０，０００円 

― 

― 

― 

報 

   

酬 

議 長 

副議長 

議 員 

７３３，０００円 

６４４，０００円 

５９６，０００円 

７２１，０００円 

６５７，０００円 

６１３，０００円 
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期

末

手

当 

市 長 

副市長 

公営企業管理者 

常勤の監査委員 

議 長 

副議長 

議 員 

（平成２７年度支給割合） 

３．１５月分 
― 

退

職

手

当 

 

市 長 

副市長 

公営企業管理者 

教育長 

常勤の監査委員 

（奈良市の算定方式）                   （支給時期） 

給料月額×在職月数×50／100 ＋ {（左記の計算）×8／100 }  任期ごとに支給 

給料月額×在職月数×34／100 ＋ {（左記の計算）×8／100 }  任期ごとに支給 

給料月額×在職月数×24／100 ＋ {（左記の計算）×8／100 }  任期ごとに支給 

給料月額×在職月数×24／100 ＋ {（左記の計算）×8／100 }  任期ごとに支給 

給料月額×在職月数×21／100 ＋ {（左記の計算）×8／100 }  任期ごとに支給 

（奈良市）１期４年在籍した場合の支給額は次の通り 

市長：27,164,160円  副市長：15,598,656円 公営企業管理者：9,119,692円 

教育長：9,119,692円  常勤の監査委員：6,379,430円 

※ 市長の退職手当は、「奈良市長の退職手当の特例に関する条例」に基づき、支給しないこととなっています。 

※ 副市長の退職手当は、「奈良市副市長の退職手当の特例に関する条例」に基づき、支給しないこととなってい

ます。 

※ 常勤の監査委員及び公営企業管理者の退職手当は、「奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職手当

の特例に関する条例」に基づき、支給しないことになっています。 

※ 教育長の退職手当は、「奈良市教育長の退職手当の特例に関する条例」に基づき、支給しないことになってい

ます。 

 

 

４．公営企業職員（企業局：水道事業）の状況 

（１）職員給与費の状況 

 ① 決算 

区 分 
総 費 用 

Ａ 

純損益 又は

実 質 収 支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める職員

給与費比率Ｂ／Ａ 

平成26年度 25,995,396千円 －551,958千円 1,454,706千円 5.60％ 

平成27年度 23,579,418千円 652,933千円 1,362,580千円 5.78％ 

 

  ② 予算 

区  分 
職員数 

Ａ 

給    与    費 一人当たり給与費 

Ｂ / Ａ 給料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

平成28年度 
198人 

(29人) 

771,096千円 

（76,892千円） 

267,421千円 

（12,022千円） 

340,694千円 

（15,544千円） 

1,379,211千円 

（104,458千円） 

6,966千円 

（3,602千円） 

（注）職員手当には退職手当を含まない。給与費は当初予算に計上された額です。 

（ ）は再任用短時間勤務職員の外数です。 

 

（２）職員の平均年齢及び基本給の状況（平成２８年４月１日現在） 

平均年齢 基 本 給 

41.9歳 368,230円 

               （注）基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。 

 

（３）職員の手当の状況 

  ① 期末手当・勤勉手当 

企  業  局 奈  良  市 

１ 人当た り平均支 給額（ 平成２ ７ 年度）               

１，７５１千円 

              （４６５千円） 

１人当たり平均支給額（平成２７年度）               

１，６９６千円 

                （４９１千円） 
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（平成２８年度支給割合） 

       期末手当     勤勉手当 

       ２．６０月分     １．６０月分 

     （ １．４５月分）  （ ０．７５月分） 

（平成２８年度支給割合） 

       期末手当     勤勉手当 

       ２．６０月分     １．６０月分 

     （ １．４５月分）  （ ０．７５月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算    ５～２０％ 

 ・管理職加算 １０～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算    ５～２０％ 

 ・管理職加算 １０～２０％ 

（注）（ ）は、再任用短時間勤務職員分です。 

  

 

② 退職手当（平成２８年４月１日現在） 

企  業  局 奈  良  市 

(支給率)  自己都合    定年・定年前早期退職 

勤続２０年 20.445月分  25.55625月分  

勤続２５年 29.145月分  34.5825月分 

勤続３５年 41.325月分  49.59月分 

最高限度額 49.59月分  49.59月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

             （2～45％加算） 

 

１人当たり 

平均支給額  21,330千円       25,865千円 

(支給率)  自己都合    定年・定年前早期退職 

勤続２０年 20.445月分  25.55625月分  

勤続２５年 29.145月分  34.5825月分 

勤続３５年 41.325月分  49.59月分 

最高限度額 49.59月分   49.59月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

             （2～45％加算） 

 

１人当たり 

平均支給額  5,990千円       21,594千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

  ③ 地域手当（平成２８年４月１日現在） 

支給実績（平成２７年度決算） 84,861千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２７年度決算） 
428,590円 

支給対象地域 市内全域 

支給率 10％ 

支給対象職員数 198人 

一般行政職の制度（支給率） 10％ 
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④ 特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在） 

区      分 全   職   種 

支給実績（平成２７年度決算） 314千円 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 

（平成２７年度決算） 
3,341円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 47.5％ 

手当の種類（手当数） 3 

手当の名称 主な支給対象職員 
左記職員に対する 

支給単価 

現場処理作業手当 (１）高圧電気設備の保守点検作業又は応急作業に従

事した職員 

(２)地上又は水面上10ｍ以上の足場の不安定な箇所

での保守点検作業又は応急作業に従事した職員 

(３)湖上等で行う油等の除去作業に従事した職員 

(４)直接ピット内又はマンホール内に入って行う保

守点検作業又は応急作業に従事した職員 

(５)水道施設内で発生した有害生物の駆除作業に従

事した職員 

(６)交通量が多い等危険な道路上で、交通を遮断する

ことなく緊急を要する水道施設の復旧のため行う調

査又は応急作業に従事した職員 

(７)気象警報発令下で事故防止のため行う路面復旧

作業または応急作業又は下水道管があふれた場合に

行う危険回避のための作業に従事した職員 

(８)下水道合流管のスクリーン及びミニポンプに堆

積したごみ等の撤去作業に従事した職員 

(９)流入した油脂により下水道管が詰まった場合に

行う油脂の撤去作業に従事した職員 

(１０)マンホール及び汚水ますが破損した場合に行

う応急作業に従事した職員 

(１１)下水道管又は取付管が詰まった場合に行う通

水確保のための応急作業に従事した職員 

(１２)下水道の破損により道路陥没が発生した場合

に行う応急の路面復旧及びその原因究明のために直

接マンホール内にあって行う状況確認作業に従事し

た職員 

日額 600円 

水道施設内における動物の死体処理作業に従事した

職員 

日額 800円 

災害復旧業務手当 （１）災害対策本部の要請に基づいて災害の復旧業務

に従事した職員 

（２）異常な自然現象又は大規模な事故により重大な

災害が発生し、又は発生するおそれのある水道施設等

の応急作業等に従事した職員 

日額 600円 

 

 

 

 

有害物等取扱業務手当 水質試験及び検査のため、毒物等又は労働安全衛生法

施行令（昭和47年政令第318号）別表第3に掲げる

特定化学物質若しくは同令別表第6の2に掲げる有機

溶剤を取り扱う業務に従事した職員 

日額 300円 

 

⑤ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２６年度決算） 58,780千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 306千円 

支給実績（平成２７年度決算） 52,278千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 299千円 

  （注）時間外勤務手当には、休日勤務手当・夜間勤務手当を含みます。 

 

⑥ その他の手当（平成２８年４月１日現在） 
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手当名 内容及び支給単価 
市の制度との

異同 

支給実績 

（平成２７年度

決算 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（平成２７年度決算） 

扶養手当 

配偶者13,000円 

配偶者以外の扶養親族    各6,500円 

（配偶者がない場合の１人目11,000円） 

※満 16歳の年度初めから満 22歳の年度末ま

での子は、１人につき5,000円を加算する 

同じ 29,817千円 242,414円 

住居手当 

借家・借間居住者に対する手当については最

高支給限度額27,000円 

 
同じ 14,164千円 277,725円 

通勤手当 

交通機関利用者は６箇月定期券等の低廉な価

額により一括支給 

交通用具利用者は５Kｍごと 10 段階に手当を

設定 

同じ 24,859千円 135,840円 

管理職手当 職務の級が６級から１０級の管理職に支給 同じ 36,233千円 754,864円 

宿日直手当 宿日直勤務を命じられた職員に支給  実績なし  

 

 

 

（４）定員適正化 

  

①平成２８年度から平成３２年度の適正化計画 

区  分 
２８年度 

1年目 

２９年度 

2年目 

３０年度 

3年目 

３１年度 

4年目 

３２年度 

5年目 
２８～３２年度 

計画 

減員 4 3 4 3  14 

増員       

職員数

※ 
195 191 188 184 181  

実数 (5)189      

（ ）内は、再任用フルタイム勤務職員の内数 

※公営企業等会計部門のうち、水道及び下水道事業会計とその他（病院等）会計とに按分し、水道及び下水道事業会

計の職員数を算出したもの 

 

 

（参考） 

平成２３年度から平成２７年度の適正化計画と推移 

（各年４月１日現在、人） 

区  分 
２３年度 

1年目 

２４年度 

2年目 

２５年度 

3年目 

２６年度 

4年目 

２７年度 

5年目 
２８年度 

２４～ 

２７年度 

計画 

減員 10 8 8 8 7  - 41 

増員 5 9 5 4 5  4 32 

職員

数 
189 188 185 181 178 175  

実数 189 186 185 (41)  215 (37)  198 - - 

26年度実数の増加は、市長部局より下水道事業が企業局に移管されたためです。 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

５．職員の勤務時間その他の勤務条件 

（１）勤務時間及び週休日等 

区  分 一般の職員 再任用 

フルタイム勤務職員 

再任用 

短時間勤務職員 

勤務時間 ８時３０分から１７時１５

分までの１日７時間４５分 

８時３０分から１７時１５

分までの１日７時間４５分 

４週間を超えない期間につ

き１週間当たり２０時間か

ら３１時間の範囲内 

１日につき７時間４５分以

内 

週 休 日 日曜日及び土曜日 日曜日及び土曜日 日曜日及び土曜日に加え、

月曜日から金曜日までの間

で別に定める 

休   日 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日までの間 

   （注）業務運営上の事情により、特別な勤務が必要とする場合は別に定めています。 

 

（２）休憩時間 

区  分 時       間 

休憩時間 １２時から１３時まで 

（注）業務運営上の事情により、特別な勤務が必要とする場合は別に定めています。 

 

 

（３）休暇制度の概要等 

   ①年次休暇の概要と取得状況 

    労働基準法の規定に基づき、原則１年に２０日の有給休暇が付与されます。 

    一般行政職の年次休暇の取得状況は次のとおりです。 

 

平成２６年度の平均取得状況 平成２７年度の平均取得状況 

８．７日 １０．４日 

 

②休暇の概要 

    年次休暇以外に次のような休暇制度があります。 

休暇の種類 休暇の内容 付与日数 取得単位 

病気休暇 

 

職員が負傷又は疾病のため療養する

必要があり、その勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合におけ

る休暇 

１年につき 

９０日限度 

結核及び公

務・通勤上の

災害 １年 

１日、半日、１時

間 

特別休暇 

 

 

選挙権の行使、結婚、出産、交通機関

の事故その他の特別の事由により、勤

務しないことが相当である場合に、規

則で定める場合における休暇 

休暇内容ごと

に定められた

日 

１日、半日、１時

間 

介護休暇 

 

 

 

職員が疾病又は老齢により日常生活

を営むのに支障がある家族等を介護

するため、勤務しないことが相当と認

められる場合における休暇 

６月 １日、半日、１時

間 

組合休暇 職員が登録された職員団体の規約に

定める機関で規則で定めるものの構

成員として当該機関の業務に従事す

る場合及び登録された職員団体の加

入する上部団体の機関の業務に従事

する場合における休暇 

１年で３０日

限度 

１日、半日、１時

間 
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（４）育児休業制度の概要及び取得状況 

   職員が育児をするための休業制度であり、育児休業は子が満３歳を迎えるまで、部分休業・育児短時間勤務は

子が小学校就学を迎えるまで取得することができます。 

   育児休業は、１日単位で、部分休業は時間単位で取得することができます。 

 （単位：人） 

区  分 
取 得 者 数 

平成２６年度 平成２７年度 

育児休業 ７１（１） ９６（１） 

部分休業 ３５（２） ２２（１） 

育児短時間勤務  ０（０）  ３（１） 

（注）取得数には、当該年度に取得した者及び前年度から 

継続取得している者を含みます。 

               （ ）は男性の取得者数で内数です。 

 

６．職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

 

（１）分限処分の概要及び状況 

  分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保のために行う処分です。平成２７年度中に免職処分

を受けた職員・降任処分を受けた職員はありません。また、平成２７年度中に休職処分を受けた職員及び当該年度

以前より休職処分が継続されている職員は４５人該当し、すべて心身の故障によるものです。 

 

２）懲戒処分の概要及び状況 

  懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合など職員の一定の義務違反に対して道義的責任を

問う処分であり、それによって地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としています。 

  なお、処分については、公平さを欠くことのないように、各事案の内容等を詳細に調査し、平成１８年１０月に

施行した奈良市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、慎重な審査を行ったうえで決定しています。 

平成２７年度における懲戒処分を受けた職員状況は次のとおりです。 

 

 

（単位：人） 

処分事由 免職 停職 減給 戒告 合計 

一般服務関係  1   1 

公金官物取扱い関係 1    1 

公務外非行関係  1  1 2 

交通事故・交通法規違反関係 1 1   2 

監督責任関係     0 

 

 

７．職員の服務の状況 

（１）服務の概要 

地方公務員法第３０条においては、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益の

ために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されていま

す。この根本基準の趣旨を実現するために次のような服務上の強い制約が課せられています。 

 

基 本 原 則 概       要 

法令等及び上司の職務上の命令

に従う義務 

職員は職務遂行に当たって法令、条例、規則等に従い、かつ上司の命

令に従わなければならない。 

信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為を行った

りしてはならない。 

守秘義務 職員は在職中、退職後を問わず職務上知りえた秘密を漏らしてはなら

ない。 
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職務専念義務 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなければな

らない。 

政治的行為の制限 職員は政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為が

禁止されています。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。 

営利企業等への従事制限 職員は営利企業等に従事することが制限されており、従事する場合は

許可を受けなければなりません。 

 

（２）職務専念義務免除制度の概要 

  職員は、法律、条例などにより定められた場合のほか、一定の事由により職務専念義務を免除されます。 

 

（３）営利企業等従事許可制度の概要及び状況 

  職員は、許可を受けることにより営利企業等に従事することができます。 

許可された内容 許可件数 

国勢調査などに従事  １７件 

 

 

８．人事考課制度の導入 

 職員の能力や実績を客観的に評価するため、平成２４年度から導入しました。 

 上司から考課されるだけではなく、自分自身をふりかえり評価を行うことで、本人の気づきを促します。 

 また面談を通して職場内のコミュニケーションを図り、職員の能力向上と組織の活性化を目標としています。 

 

 

９．職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（１）研修の基本目標 

 これまでの地方自治体は、国の出先機関・国の施策の執行機関的な役割が強く、法令・通達・補助制度の枠内での

施策・事業を執行することが重要とされ、地方自治体の職員には事務を確実に処理する、事務処理能力・作業能率の

高い者が必要とされてきました。 

しかし、地方分権が進み、地域の実情に応じた施策を実施できる権限が広がるにつれ、今まで以上に地方自治体に

課せられた責務は大きくなってきています。 

これからの地方自治体職員は、住民一人ひとりの生活に向き合って住民のニーズ（困っていること・助けてほしい

こと・おかしいこと・こんなことがあったらいいと思うことなど）をくみ取り、地域で抱える様々な課題をどうすれ

ば解決できるかを自分の頭で考え、地域住民とともに行動する職員となることが求められています。 

このことから、これからの地方自治体職員には次のような能力が必要です。 

①対人関係能力（ヒューマンスキル）＝住民と信頼関係を築いて、ニーズを引き出す 

②概念化能力（コンセプチュアルスキル）＝問題を発見して、解決策を導き出す 

③職務遂行能力（テクニカルスキル）＝解決策を具体化し、実行する 

④ネットワーク力＝問題に応じて住民や専門家と協働するための、幅広い人脈形成 

 

（２）職員研修体系 

①自主研修 

 職員が自らの意思に基づいて、自己啓発意欲を向上させるためにおこなう研修です。 

 職員が自らの意思で学ぼうとする自己啓発意欲を向上させることが人材育成の基本的な方策であることから、手

話講座の受講への支援をおこなうと共に、大学院修学や専門資格取得に助成をおこない、意欲ある職員に対し自己

啓発の動機づけの機会を広く提供し、職員が主体的に自己啓発に取り組むことのできる職場風土の醸成に努めます。 

②職場研修 

 所属長が、所属職員に計画的かつ継続的に当該所属における職務を遂行することを目指し、必要とする知識、技

能等を習得させるためにおこなう研修です。 

 職員の人材育成の基礎は、各職場単位での教育であり、職員の資質の向上を図るためには、まず学習意欲に富ん

だ職場環境を創造することが必要と考え、各職場が研修へ積極的に取り組めるよう、職場研修を設定しています。 

職場研修の実施は所属長の責務であり、所属職員が派遣研修に参加し、専門的な知識・技能（職場の業務に関す

るもの）を習得したときは、その職員を講師として、職場研修を実施することを義務づけています。 

③職場外研修 

職員に対し、現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させるためにおこなう

もので、基本研修、専門研修及び派遣研修の区分によりおこなう研修です。 
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(ｱ)基本研修 

職員の在職年数、補職等に応じて必要となる一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を

高めさせるためにおこなう研修であり、計画的な人材育成を目指す。 

(ｲ)専門研修 

職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるためにおこなう研修であり、 

職員個々の研修ニーズに応じた能力開発、スキルアップを図る。 

(ｳ)派遣研修 

職員を本市以外の研修機関、団体等に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等

を習得させるためにおこなう研修である。 

今後も、自治大学校、市町村職員中央研修所などの全国的な研修機関に職員を派遣し、高度な専門知識や技術

を習得させるとともに、他の自治体職員との交流を通して人材育成を目指す。 

上記体系に基づいて、平成27年度は次のとおり研修を実施しました。 

 

 

平成２７年度 研修別受講者数等 

①自主研修 

研 修 名 受講者数 

手話講座 9人 

小 計 9人 

 

自主研修助成実績 件数 

通信教育等助成 1件 

資格取得助成 8件 

自主研修グル―プ助成 1件 

小 計 10件 

 

②職場外研修 

（基本研修）  

研 修 名 受講者数 

新規職員研修 91人 

２年目職員研修 58人 

３年目職員研修 59人 

５年目職員研修 52人 

７年目職員研修 69人 

新任課長職員研修 43人 

人事考課研修（部長・次長級） 80人 

人事考課研修（課長級） 121人 

人事考課研修（主幹・課長補佐級） 310人 

人事考課研修（係長級） 943人 

小 計 1,826人 

 

（派遣研修） 

派 遣 先 受講者数 

自治大学校 4人 

自治大学校事後研修会 1人 

市町村職員中央研修所 2人 

全国建設研修センター 2人 

市長会 1人 

奈良県市町村職員研修センター 51人 

全国市町村国際文化研修所 6人 

奈良県自治研修所 3人 

観光庁行政実務研修 1人 

早稲田大学マニフェスト研究所 3人 
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日本経営協会 1人 

小 計 75人 

 

（専門研修）                       

研 修 名 受講者数 

女性活躍推進研修 226人 

管理職対象再任用研修 15人 

技能労務職員研修 220人 

職員養成塾 386人 

再任用準備研修 83人 

ルーキーサポーター合同研修 108人 

小 計 1,038人 

 

 

 

 

 

 

 

（３）勤務成績の評定 

  職員の勤務実績を正しく評価し、その結果に基づく取り扱いを行うことは、職員の士気を高めるとともに、公務

能率を増進させるために重要であります。人事評価は、職員の勤務態度、能力、適性、勤務意欲などに基づいて的

確に行っています。 

 

 

１０．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）職員の健康管理等の概要及び状況 

  職員が全力を挙げて職務遂行できるように職員の健康管理や職場の安全管理等を図るために様々な事業に取り組

んでいます。 

 ①健康診断 

労働安全衛生法に基づき、職員の健康の保持増進のため定期健康診断を実施しています。また、じん肺健康診

断・有害業務従事者の特殊健康診断等を実施し、健康管理を行っています。 

 ②健康指導 

定期健康診断等の精密検査や長時間勤務職員を対象とした健康チェックの結果、異常の認められた職員に対し、

産業医による健康指導を実施しています。 

 ③メンタルヘルス対策 

メンタルヘルスに関しては、「職員の心の健康相談室」を開設し、毎週木曜日に専門の医師・保健師により相

談に応じています。相談内容及び相談結果については利用者以外に一切知らさないなどプライバシーの保護に留

意し実施しています。 

また、メンタルヘルスチェックシートによるストレス調査を実施し、ストレスレベルの評定などをまとめた個

人別リポートなどを作成することにより、心とからだの状態や生活状況を把握し、精神疾患に至る手前のグレー

ゾーンにいる職員の早期発見に努めています。また、グレーゾーンにいる職員に対して専門家による面談を実施

しています。 

④セクシャルハラスメント対策 

  セクシャルハラスメントにおいては、指針を策定し、職員の相談窓口を設置、随時相談を受け付け相談に応じ

ています。相談を受けた場合は、必要に応じて所属長や人事主管課と連携して対応しています。 

 

（２）職員共済組合の概要 

社会保険制度の一環として、相互救済によって職員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、

職務の能率的運営を図るため、奈良県市町村職員共済組合（一部の職員は公立学校共済組合）に加入しています。 

共済組合の事業 

 短期給付事業・・職員とその家族の病気、ケガ、出産、死亡、休業又は災害に対して必要な給付を行う。 

 長期給付事業・・職員の退職、障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行う。 

 福 祉 事 業・・成人病健診などの健康保持事業、保養施設の利用助成、住宅資金等の貸付、貯金事業など

を行う。 

 

（３）公務災害の補償の概要及び状況 

職場外研修 受講者合計 2,939人 
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職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害を受けた場合、地方公務員災害補償基金

から一定の補償が行われます。 

区  分 
認 定 件 数（平成27年度） 

傷  病 死  亡 

通勤災害 １件 ０件 

公務上の災害 ２５件 ０件 

 

（４）その他職員福祉のための制度の概要 

  職員の福利厚生を増進するために、条例に基づき職員で構成する奈良市職員互助会を設置しています。職員から

の会費により運営し、給付事業やレクリエーション事業などを行っています。 

  また、職員の健康を保持増進し、公務能率の向上を図るため、奈良市職員健康診断等助成金の交付を行っていま

す。 

 ○主な事業の概要と実績（平成27年度） 

 

 

 

１１．勤務条件に関する措置の要求の状況 

（１）制度の概要 

  職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置を講じるよう要求することができ、公平委員会は

必要な審査を行ったうえで判定、あるいは斡旋等の方法で事案の解決に当たるものです。 

 

（２）措置要求の状況 

   

平成２７年度

当初係属件数

（事案数） 

新規申立

件  数 

処  理  件  数 平成２７年度

末係属件数

（事案数） 却 下 取下げ 打ち切り 判 定 計 

０ 

（０） 
０ ０ ０ ０ ０ ０ 

０ 

（０） 

 

１２．不利益処分に関する不服申立ての状況 

（１）制度の概要 

  職員は、その意に反して休職、免職その他著しい不利益な処分または懲戒処分を受けたとして審査請求すること

ができ、公平委員会は必要な審査を行ったうえで、処分を承認し、修正し、または取り消す判定を行うものです。 

 

（２）不服申立ての状況 

 （単位：件） 

平成２７年度

当初係属件数

（事案数） 

新規申立

件  数 

処  理  件  数 平成２７年度

末係属件数

（事案数） 却 下 取下げ 打ち切り 判 定 計 

１４７ 

（１３１） 
０ ０ ０ ０ ０ ０ 

１４７ 

（１３１） 

   （注）平成２７年度末係属の１４７件については、両者間の都合により凍結中のもの 

 

 

 

事 業 名 主 な 内 容 実  績 

給 付 事 業 職員の退職、その他冠婚葬祭に関し各種給付を行う 314件 

福 利 厚 生 事 業 委 託 
委託業者をとおして宿泊施設利用や生活全般にわたる総合的な

サービスを提供する 
通年 

ライフプランセミナー 50歳以上の会員を対象に、主に年金制度に関する研修を行う 年度1回開催 

人間ドック受診補助 
共済組合が実施する人間ドックを受診したとき、その経費の一

部を助成する （限度額 10,000円） 
1,036件 

インフルエンザ予防接種助成  
医療機関が実施するインフルエンザ予防ワクチンを接種したと

き、その経費の一部を助成する（限度額 2,000円） 
420件 
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１３．職員の退職管理の状況 

奈良市では、地方公務員法に基づき、平成 28年 4月 1日から「奈良市職員の退職管理に関する条例」を施行し、

適正な退職管理に取り組んでいます。 

条例では、主幹級ポスト以上の管理職員の経験がある元職員は、離職後2年間に、民間企業、公益的法人等に再就

職した場合には、再就職先の名称や地位等を届け出ることとし、届出を受けた再就職情報については、毎年度、公表

されます。 

平成28年11月30日までに届出を受けた再就職の状況は次のとおりです。 

  

区分 人数 

市長部局 1 

企業局 0 

消防局 0 

教育委員会 6 

合計 7 
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【用語解説】 

 

【§１】Ｐ１ （１）職員の総数について 

  

◆ 職員条例定数・・・奈良市に常時勤務する一般職の職員の定数で、再任用短時間勤務職員を含みません。 

奈良市職員定数条例により定められています。 

 

 ◆ 再任用短時間勤務職員・・・高齢者の知識・経験を有効に活用するために定年退職者を対象に再雇用する制度に 

より任用されている職員で、1 週間当たりの勤務時間が３１時間以内の短時間勤務

職員です。 

 
【§２】Ｐ２ （２）部門別職員数の状況の表の区分について 

区分 説明 主な部署名 

一般行政部門 

地方公共団体が自主的な判断で定員管理を進めるこ

とができる分野の多い部門であり、下記区分の議会

から土木までの区分の総称 

 

議 会 議会に関する業務を表す区分 議会事務局 

総 務 

予算関係、住民関連、戸籍等窓口、広報広聴活動、

各種委員会など通常総務部門に属する業務を表す区

分 

財政課、会計課、管財課、市民課、

行政センター、連絡所、秘書課、各

種委員会など 

企 画 企画開発に関する業務を表す区分 総合政策課 

税 務 税に関する業務を表す区分 
市民税課、資産税課、納税課、滞納

整理課 

民 生 

福祉窓口、保育園、旧地域改善、各種年金保険関係

など公的扶助、社会福祉、社会保険、援護等に関す

る業務を表す区分 

福祉政策課、障がい福祉課、保護第

一課、保護第二課、子ども育成課、

こども園推進課、保育園、児童館、

人権文化センターなど 

衛 生 
火葬場、ごみ処理施設、保健所など公衆衛生、環境

衛生、医事・薬事等に関する業務を表す区分 

生活衛生課、火葬場、環境部、環境

政策課、保健所など 

観光経済 
観光、商業、工業、農業などの振興や労働関係の調

整、労働福祉等に関する業務を表す区分 
観光経済部、農業委員会 

土 木 
都市計画、土木、建築に関わる企画調整、設計、施

工、監督などの業務を表す区分 

都市整備部、河川課、営繕課、住宅

課 

特別行政部門 
法令等により職員の配置基準等が定められている教

育や消防などの部門 
 

教 育 教育に関する業務を表す区分 教育委員会事務局 

消 防 消防に関する業務を表す区分 消防局 

公営企業等会計部門 

一般の会社と同じように、独自の収入で、その経費

をまかなう「独立採算」を原則とする会計制度で運

営されている、病院事業、水道事業、下水道事業な

どの部門 

 

水 道 水道事業に関する業務を表す区分 企業局のうち下水道を除く 

下水道 下水道事業に関する業務を表す区分 下水道 

その他 
国民健康保険事業、介護保険事業、病院事業など上

記の区分以外のその他の事業を表す区分 

国保年金課、介護福祉課、病院管理

課など 

 

【§３】Ｐ５ （７）職員の離職状況の表の区分について 

区 分 説  明 

定年退職 定年（原則６０歳）により退職する場合 

早期退職 
年齢別人員構成の適正化を通じた組織活力の維持を目的として、年齢等の条件を示して退職希

望者を募集し、それに応募した職員が退職する場合 

普通退職 職員の都合により退職する場合 

そ の 他 死亡による退職や失職など 

 


